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基本目標１ 自然と溶け合う豊かな地域産業のまち 
 

基本目標１ 
 

自然と溶け合う 
豊かな地域産業のまち 

《農業・林業・商工業・観光》 
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１ 農業の振興 

現状と課題 

本町は酪農を中心とした農業を展開していますが、国は、農畜産物の輸入自由化への

流れの中、国際的な経済社会との相互の結び付きを強めており、また、世界的な人口増

加や中国をはじめとするアジア諸国の経済発展により食料需要が増大する中で、食料自

給率の向上が求められています。 

農林業センサスによると、2015年の本町の総農家数は85戸、うち販売農家数は81戸で

経営耕地は4,553haとなっています。2010年の調査と比べると、販売農家数は７戸（8.0％）

の減少、経営耕地は352ha（7.2％）の減少となっています。 

本町ではこれまで、関係機関・団体と連携し、農業の振興に向けた様々な支援施策を

推進しており、平成26年にＴＭＲセンターを整備し、平成27年度から５か年計画で草地

基盤整備事業を推進しているほか、平成29年からは上陸別地区営農用水施設の老朽化対

策として施設の改築更新を進めています。 

今後は、農業従事者の減少や高齢化、後継者不足といった問題がさらに深刻化するこ

とが懸念され、これらを踏まえた総合的な対応が求められており、搾乳ロボット導入等

により労働力負担軽減と規模拡大が進んできていますが、酪農ヘルパーの高齢化や人材

不足が課題となっています。 

そのため、関係機関・団体との連携を一層強化し、農業生産基盤の充実を進めながら、

農業後継者の確保・育成、新規就農支援の強化など、地域の中心となる意欲ある担い手

の育成を集中的・重点的に進め、持続可能な経営体制の整備を進めることが必要です。 

また、農畜産物やそれらを利用した加工品の陸別ブランド化を進展させるとともに、

事業の拡大を図りながら、都市住民などとの交流を活かした流通・販売対策など、独自

の販売ルートを確立していくことが重要です。 

 

基本方針 

○ 安全・安心で良質な農畜産物を安定的に生産・提供できる基盤を整備するとともに、

品質向上に向けた取組を行います。 

○ 担い手や後継者の確保と育成や経営指導の強化などを図ることにより、安定的に持続

する経営の支援に努めます。 

○ 陸別の特性を活かした農畜産物及び乳製品の加工品づくりなど、幅広い陸別ブランド

づくりを進めます。 
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主な施策 

（１）農業生産基盤の充実 

○ 計画的な草地、畑地の整備や、農道、用排水施設、農業施設などの農業基盤の整備

を推進し、生産性の向上を目指します。 

○ バイオガスプラントの新設により、家畜ふん尿の適正な処理と消化液などの有効活

用を図ります。 

○ 関係機関と連携して、農地情報のデータベースを整備して共有化を図り、耕作放棄

地の解消や農地の確保と有効活用に取り組みます。 

 

（２）農業経営の改善 

○ 経営の大規模化を支援するとともに小規模農家等、持続的な家族経営への支援も視

野に入れ、農業コントラクターや酪農ヘルパー及びＴＭＲセンター利用の推進、哺

育育成事業などに取り組むことにより、効率化による経営の安定化と過重労働・女

性の負担の軽減を図ります。 

○ 農業関係制度資金及び陸別町独自資金の活用により農業経営の体質強化を支援し

ます。 

○ スマート農業への取組として、ＩＣＴの活用など新たな生産技術の導入を促進しま

す。 

 

（３）担い手及び新規就農者の育成・確保 

○ 北海道農業担い手育成センターや農業者、関係機関などと連携して新規就農者の確

保や担い手・後継者の育成に努めます。 

○ 関係機関との連携のもと、受け入れ体制の強化を図るほか、各種支援事業の周知と

活用を図り、多様な農業への支援及び新規就農者支援に努めます。 

○ 意欲と能力のある認定農業者、営農組織の育成を図るとともに、農業経営の法人化

を促進します。 

 

（４）ブランド化の促進と販売ルートの拡大 

○ 陸別町農畜産物加工研修センターを活用し、陸別産の農畜産物及び乳製品を活かし

た消費者のニーズに合った加工品の研究開発の取組を推進します。 

○ 観光関連施設の活用や商業者との連携等により農産物直売体制の充実を図ります。 

○ 陸別の基幹産業である、農業に関心を持ってもらうために、町民を対象とした農業

体験交流会や、町外者を対象とした滞在型農業体験など、農業に対する理解を深め

る取組を推進します。 

○ 陸別町の地形や気象などの特性にあった薬用植物の研究・導入を推進します。 
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（５）都市との交流による農村の振興 

○ 陸別の自然環境を活かした農村の景観形成を進めます。また、離農跡地にある廃屋

の解消に向け、関係機関との協議を進めます。 

 

（６）有害鳥獣対策の充実 

○ エゾシカ等による農産物の被害を防止するため、関係機関・団体との連携のもと、

鳥獣被害防止対策を推進し、生産性の維持・向上に努めます。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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２ 林業の振興 

現状と課題 

森林は木材生産機能をはじめ、水源涵養機能や山地災害防止機能、生活環境保全機能、

保健文化機能など多面的な機能を有しており、人々の生活と密接に結び付いています。 

平成31年４月１日現在、本町の森林面積は50,563haで、総面積の約83％を占める森林

に恵まれた地域となっており、森林の所有形態別では、国有林が76％、一般民有林が21％、

町有林が３％となっています。 

カラマツ人工林の伐採適齢期を迎え、森林の伐採が盛んに行われていますが、森林所

有者の高齢化や、近年の気象・害虫獣被害増加などによるカラマツの苗木不足もあり、

伐採後に再造林されない森林も多く、無立木地が増加している傾向にあります。 

本町では、陸別町森林整備計画に基づき陸別町森林組合と連携しながら計画的かつ総

合的に林業振興を推進していますが、材価の低迷による所有者の経営意欲の低下や担い

手の不足等が大きな課題となっており、新たに創設された森林環境税、森林環境譲与税

を活用した森林管理をどのように進めていくか検討する必要があります。 

 

基本方針 

○ 林業経営の改善を図るため、集約化施業の推進など、良好な森林整備を進めるととも

に、担い手の育成・確保に努めます。 

○ 森林が将来にわたって適正に管理され、木材生産機能と森林が持つ多面的機能が持続

的に発揮できるよう、森林環境税、森林環境譲与税の導入を踏まえた長期的な視野に

よる森林の整備を進めます。 

○ 銀河の森や宮の森風景林、ふれあいの森など、町民や観光客が親しめる森林空間環境

づくりや、緑地帯・公園・街路樹など身近な緑の整備など、景観形成を図っていきま

す。 

 

主な施策 

（１）森林の整備及び保全 

○ 森林の有する多面的機能を活かすために、地球環境保全に配慮しつつ、森林の機能

が発揮できる適正な森林事業の実施や森林の保全に努めます。 

○ 無立木地の解消に向け、森林所有者に対して伐採跡地への植林など森林育成の啓発

を行います。また、高齢化や後継者不在による、森林育成が困難な無立木地につい

ての公有林化を含めた対策を推進します。 

○ 林業経営の効率化、森林空間の総合的利用に向け、関係機関との連携のもと、林道・

作業路の維持管理、整備を進めます。 
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（２）林業経営の改善 

○ 計画的な森林施業と林業従事者の雇用を確保するため、経営の多角化や合理化など

により、経営の体質強化、高度化のための支援をします。 

○ 高性能林業機械による効果的な作業システムの普及及び定着を図ります。また、高

性能林業機械の導入及び効率的な利用について事業者間における共同購入・共同使

用などに係る取組を支援します。 

○ 森林環境税、森林環境譲与税の活用により、間伐などの森林整備、担い手の育成・

確保、木材利用の促進や普及啓発活動等の取り組みを推進します。 

 

（３）森林資源を活用した交流環境づくり 

○ 銀河の森や宮の森風景林、ふれあいの森などを有効利用した自然体験や滞在型交流

を促進するための環境整備をハード・ソフト両面から進めます。 

○ 町民が森林を身近な存在として感じ、森林との関わりを深めるための機会づくりを

進めます。 

○ 陸別町新農林業人材発掘プログラム事業等を通じて林業体験の機会を提供します。 

 

（４）木材流通の促進 

○ 森林資源の活用方策として地場産品の地場加工を推進するため、木材加工場等への

支援を行います。 

○ 森林認証取得による安心安全な木材生産への取組の周知を図ります。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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３ 商工業の振興 

現状と課題 

本町では賑わいと活力あふれるまちづくりの一環として、商工会などとの連携のもと、

魅力ある商業環境づくりを進めていますが、近年は高齢化や後継者不足に加え、定住人

口の減少や通信販売などの販売形態の多様化による地元消費の減退、量販店が所在する

近隣市町への消費流出傾向など、商工業を取り巻く経営環境は依然厳しいものがありま

す。 

商工業者の事業撤退と廃業は町内経済を疲弊させる要因となるため、陸別町商工会を

中心として商工業の振興に努める必要があります。 

そのような中、本町では陸別町商工会と連携し、不足業種を誘致し町民に安心安全な

生活環境を提供し、誰もが気軽に休めるコミュニティの場をコンセプトとした、複合施

設「コミュニティプラザ☆ぷらっと」を平成27年７月にオープンしました。 

中小企業を取り巻く環境がさらに厳しさを増す中、小規模事業所のみで構成される本

町の製造業も停滞傾向にあり、既存企業の維持・充実や内発的な産業開発に向けた取組

が求められています。 

 

基本方針 

○ 町の商工業の持続的発展を図るため、陸別町商工会が実施している施策・事業への支

援を行います。 

○ 陸別町小規模企業振興基本条例に基づき、本町の約９割を占める小規模企業の振興に

資する取組を行っていきます。 

○ 厳しい雇用状況の中、安定的な雇用の場の確保に向け、基幹産業である農業や林業及

び小規模企業等と連携した雇用対策を積極的に進めます。 

 

主な施策 

（１）活力ある商工業等の振興 

○ 商工業振興の中核的役割を担う陸別町商工会の活動を支援し、町・事業所が一体と

なった商工業の振興を図ります。 

○ 町内商工業者の健全な経営及び設備投資などに対する融資制度などにより、商工業

の振興を図るともに、小規模企業の成長発展及びその持続的発展のための取組を行

います。 

○ 高齢者の増加により交通弱者が増加する中で、すべての人が快適な生活を送れるよ

うな買い物環境づくりに努めます。 
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○ 市街地の活力増加のため、空き店舗や空き地の公共的な利用を含めた、有効な利用

方法について検討します。 

 

（２）雇用創出、起業への支援 

○ 広域による「とかち創業支援ネットワーク会議」の活動等を通じて、起業や既存事

業所による新規事業への取組を支援します。 

○ 町民の生活基盤の維持に向け、不在となっている業種への進出・起業に対する支援

をします。 

○ 町と陸別町農業協同組合が行っている無料職業紹介事業やハローワーク等の関係

機関との連携により、就職、職業訓練に関する相談や労働情報の提供など、就職就

労に向けた支援を行います。 

○ 企業誘致や農業・林業などの基幹産業との連携により、新規雇用の創造を図ります。 

○ バイオガスプラントの整備により関連事業による雇用創出に努めます。 

 

（３）新商品や加工品の開発・研究の促進 

○ 農畜産物加工研修センターや大学・公的試験機関を活用した開発・研究を進めます。

また、民間の力を取り入れた開発・研究を支援します。 

○ りくべつチャレンジプロジェクトを通じて陸別町の地域資源を活用した事業開発

と雇用の創出を図るための調査研究を進めます。 

○ 地域おこし協力隊事業などを活用し、地域産業の活性化や担い手の育成を推進しま

す。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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４ 交流・観光拠点づくり 

現状と課題 

国では2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、インバウンド（訪

日外国人旅行）を強化するなど、観光誘客に関する様々な政策を推進しています。また、

北海道の観光入込客数は、景気の回復などを要因として平成25年度以降は堅調に推移し

ており、平成29年度には過去最高となる5,610万人となっています。 

平成18年４月に廃線となった「ふるさと銀河線」を利用した体験型鉄道公園「ふるさ

と銀河線りくべつ鉄道」が平成20年にスタートし、ふるさと銀河線車輌を使用した運転

体験や乗車体験、トロッコ運転体験が行われています。 

今後は、十勝オホーツク自動車道（北海道横断自動車道網走線）のさらなる整備によ

り、十勝・釧路・オホーツク圏の中間地点とし交通量の増加が見込まれる中で、観光協

会を中心として、町や商工会が情報を共有し、連携しながら、単なる通過点としてでは

なく、魅力ある観光地としての整備を進める必要があります。 

また、本町では、「ふるさと銀河線りくべつ鉄道」や、「しばれフェスティバル」など

地域の特性を活かしたイベントを中心に、年間17万人を超える観光客を集めています。

近年、大型連休が増加する中で、イベントがこの地を訪れるきっかけとなり、何度も体

験したくなるような時間消費型の観光ソフトをつくるとともに、地域産業との連携を高

め、地域が一体となった取組を進めることが必要です。 

 

基本方針 

○ 「日本一寒い町」「星空の町」をキーワードとしたまちづくりを継続的に進めながら、

町民・行政が一体となって、誰もが認識する陸別らしいイメージとして定着させてい

きます。 

○ 観光ＰＲの強化を図るとともに町の資源を活かした魅力ある観光づくりを推進する

ため、新たな官民連携組織「(株)りくべつ」との連携を強化します。 

○ 十勝オホーツク自動車道の延伸に対応し、観光施設の充実を図るとともに農林産物を

活用した料理やお土産の販売、観光ホスピタリティの向上に努め、町内における観光

客受け入れ体制の充実に努め、関係人口の拡大を図ります。 

○ 自然を通じた交流拠点として、銀河の森の環境を整えるとともに、ふれあいの森や北

稜岳などを活用して、自然とふれあう機会づくりを進めます。また、この自然を求め、

町外から多くの人が、気軽に訪れることができるよう、交通アクセスや町内交通手段

の充実、これら豊かな自然への案内など受け入れ体制を整えていきます。 
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主な施策 

（１）観光振興体制の充実 

○ 観光振興の中核的役割を担うことになる「(株)りくべつ」に関して、組織体制や事

業内容などの具体化を進めるとともに、本町における観光のあり方や観光振興に向

けた具体的な取組を町民と行政の協働で検討します。 

 

（２）観光・交流資源の充実 

○ イベント広場・陸別サーキットを含め、星空と森林を活かした天文台を中心とした

銀河の森の整備をハード・ソフト両面から促進します。 

○ 陸別町商工会と連携し、ふるさと銀河線りくべつ鉄道の整備、活用を進めます。 

○ 道の駅の役割を向上させるため、施設の充実に向けた検討を進めます。また、道の

駅と一体となった観光施設の整備を進めます。 

○ 豊富な森林資源を有効に活用するため、ふれあいの森・宮の森風景林・北稜岳・カ

ネラン峠の自然体験施設の充実を図ります。 

○ しばれフェスティバルやオフロードレースのほか、陸別町の特色を活かした満足度

の高い体験企画の開発を進めます。 

○ 天文台・各種イベント・りくべつ鉄道・歴史・自然を活かし、それぞれが連携した

ソフト事業の企画づくりや人材育成・確保を推進するとともに、受け入れ体制の確

立を目指します。 

○ 特色ある物産の開発を行うため、「(株)りくべつ」を中心に町民や関係機関が連携し

た取組を支援します。 

 

（３）観光ＰＲ活動の充実 

○ 北海道ブランド・十勝ブランドと連携し、陸別町の農畜産物・林産物・しばれ・星

空が持つ魅力をブランド化し、価値を高めるために関連する機関が連携した取組を

振興します。 

○ 都市圏などへ、広域的にＰＲするために、ＳＮＳなどを効率的に利用してＰＲを推

進します。また、町ホームページ、ＳＮＳやＰＲ動画など、多様な媒体を利用した

ＰＲ活動を進めます。 

○ 友好町民の会・電機連合・ふるさと陸別会などと連携や、ふるさと納税を活用した

ＰＲを進めます。 

○ 足寄町・本別町など近隣自治体や十勝町村会など広域的な取り組みで、地域の魅力

の発掘、発信を進めます。 

 

（４）道東観光の中継地としての交通アクセスの向上 

○ 陸別町が道東観光の中継点として、国道・道道の安全性・利便性の向上を推進しそ

れらと連携した町道の整備を進めます。また、より広いエリアにおける観光ネット
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ワークを構築するため、高速道路の機能強化を求めていきます。 

○ 観光客が既存の地域交通を利用しやすい環境づくりを進めます。また、町内にお

ける観光施設間の交通手段の確保に努めます。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

   

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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１ 健康づくりの充実 

現状と課題 

少子化が進展する一方で、平均寿命の延びにより2025年には我が国では65歳以上の高

齢者数は3,657万人となり、人口の３割を超えることが予測されています。そのため、生

活習慣病や心の病、健康の維持や安心できる医療のあり方など、保健・医療に関する住

民の関心はますます高くなっています。 

本町では、平成27年３月に「健康日本２１りくべつ（第２次）」を策定し、生活習慣病

の発症予防と重症化予防、生活習慣の改善、こころの健康のそれぞれに関して健康づく

りに関する事業を推進しています。 

特定健診受診では疾病の発症予防・重症化予防に向けて町独自で健診項目を追加して

いるほか、平成28年度から管理栄養士を配置し、糖尿病や慢性腎臓病など食事が大きく

関わる疾患への対応を進めてきたところです。 

また、健診・検診を受けやすい環境づくりに努めており、高受診率を維持しておりま

すが、今後においても健診・検診のより受けやすい体制の整備や未受診者対策を進めて

いきます。 

これからも生涯を通じて心身ともに健康に暮らすには、一人ひとりが「自分の健康は

自分で守る」ことを基本とし、地域と行政が一体となった健康に取り組みやすい環境づ

くりが必要です。 

 

基本方針 

○ 保健センターを拠点に、保健・医療・福祉・教育と連携した健康診査、健康相談・指

導を推進し、町民自身による健康づくりを推進します。 

 

主な施策 

（１）健康づくり意識の啓発 

○ 広報紙による啓発活動や各種団体への健康講話、健康相談、イベント等を通じ、健

康に対する正しい知識の普及や「自分の健康は自分で守る」という意識の高揚を図

ります。 

○ 健康的な生活習慣を身につけられるよう、地域全体が連携した健康づくりを進めま

す。 

○ 健康についての知識の普及・啓発のために健康運動指導士や歯科衛生士などの、専

門的な知識を持つ人材の確保と起用に努めます。  
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（２）保健事業の充実 

○ 生活習慣病の予防のために、健診や保健指導を強化し、食生活の改善・運動の習慣

などの指導・支援を行います。 

○ 各種健診の機会の提供や受診率の向上を図り、疾病の早期発見・早期治療や生活習

慣の見直しを促します。 

○ あらゆる機会を利用し、特定保健指導、健康教育、健康相談など、健診事後の支援

を行います。 

 

（３）感染症対策の推進 

○ 結核や麻しん、インフルエンザなどの感染症予防のため、適切な年齢・時期に予防

接種を実施します。 

○ 感染症を身近なものと捉え、感染症予防のための知識を町民に広め、町民の健康を

守ります。 

 

（４）精神保健対策の推進 

○ こころの健康について、正しい知識の普及と早期に相談機関を利用するための周

知・啓発を行います。 

○ 地域におけるネットワークの強化を推進し、困難な状況にある町民や生きづらさを

感じている町民の自殺を未然に防ぐための取組を推進します。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

   

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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２ 地域医療の充実 

現状と課題 

本町には、内科・小児科・外科を診療科目とした町立の国保関寛斎診療所と歯科診療

所があり、国保関寛斎診療所では週に１度の夜間診療や在宅医療など、地域に密着した

診療体制を進めています。 

救急医療については、診療所で時間外の診療を行っているほか、帯広市急病テレホン

センターが救命医療のスムーズな連絡体制の確保に役立っています。また、市立釧路総

合病院を基地病院とする道東ドクターヘリの運航により、重症患者移送等の救急医療体

制が構築されています。 

本町ではこれまで医師の確保や医療機器の整備等を行い、診療所の充実を図ってきま

したが、高齢化や生活習慣病など疾病構造の変化による医療需要の多様化、高度化、専

門化などで医療を取り巻く環境は大きく変化しており、今後とも診療所の果たす役割は

大きく、さらなる充実が求められています。 

医療に対する関心が高まる中、施設や人材など様々な面の充実を図るとともに、保健

や広域の医療機関との連携を強化し、健康で安心して暮らせる環境を築く必要がありま

す。 

 

基本方針 

○ 保健・福祉と連携したサービス提供、医療機器の整備事業等を通じて町内医療体制の

充実を図ります。 

○ また、休日・夜間の救急体制や救急搬送体制、広域医療圏による連携、医薬分業など、

関係機関との連携強化に努めます。 

 

主な施策 

（１）地域医療体制の充実 

○ 医療機器の更新など、施設・設備の充実を計画的に進めるとともに、経営の効率化

や患者数の増加に向けた取組により健全経営を推進し、診療所の一層の充実に努め

ます。 

○ 医師２名体制の確保、看護師や専門的職員の確保や勤務環境の改善を進めます。 

○ 高齢化の進展に伴う医療需要への対応を図るため、町内医療機関や十勝医療圏域の

自治体などと連携を図りながら、良質な医療サービスの提供を目指します。 

○ 医療機関相互の情報共有、介護の支援、患者間のコミュニケーションなど、ＩＣ

Ｔ技術を活用した医療の実施に向け、関係機関と協議検討を進めます。 
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（２）救急医療体制の充実 

○ 関係医療機関との連携強化による休日・夜間の救急体制を充実していきます。 

○ 重症患者の医療の確保のための圏域内病院と連携を図るほか、道東ドクターヘリを

はじめとする救急患者移送体制の充実に努めます。 

 

（３）医療保険制度の健全運営 

○ 広域的連携のもと、国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の健全運営に努めま

す。 

○ 医療費適正化に関する取り組みを推進し、医療費の抑制を図るとともに、関連部門

の連携による収納対策の実施を継続し、収納率のさらなる向上に努めます。 

○ 国の制度改正の動向に応じ、新たな制度の周知や円滑な移行・運営に向けた取り組

みを推進します。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

   

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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３ 地域福祉の充実 

現状と課題 

これからの総合的な福祉施策を考える上で、地域全体で支える力を再構築することが

求められており、厚生労働省では、「支え手」「受け手」という関係を超えて支え合う「地

域共生社会」の実現を今後の福祉改革を貫く基本コンセプトに位置づけ、今後部局横断

的に幅広く検討を行うとしています。 

本町では、社会福祉協議会が町民の社会福祉全般に関する様々なサービスや事業を行

い、地域福祉活動の中核的組織としての役割を担っているほか、自治会による小地域ネ

ットワークや各種福祉団体等が連携し、地域における多様な福祉活動を行っています。 

また、平成26年度から地域ケア会議の整備に向けて各種会議の再編成を図り、「高齢者

サービス調整会議」「地域包括ケアシステム推進会議」を展開させ、地域課題の共有や具

体策の協議を行い、本町にあった地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を進めてき

ました。 

しかし、今後、少子高齢化や核家族化の一層の進行等に伴い、地域における福祉ニー

ズはますます複雑・多様化することが予想されるため、より多くの主体の福祉活動への

参画・協働を促進し、町ぐるみの地域福祉体制づくりをさらに進めていく必要がありま

す。 

 

基本方針 

○ 子どもから高齢者まで、年齢や障がいの有無、性別等の違いに関係なく、住み慣れた

地域でともに支え合い助け合いながら、その人らしく暮らし続けることができるまち

づくりを目指します。 

○ 保健・医療・福祉・教育との連携を図りながら、地域福祉を推進する体制づくりに努

めるとともに、町民の意識啓発を進めつつ、町民の積極的な活動参加を促していきま

す。 

 

主な施策 

（１）地域福祉推進体制の充実 

○ 社会福祉協議会を核とした地域の福祉ネットワークの充実を図り、各種福祉活動の

一層の活発化を促進します。 

○ 保健・医療・福祉におけるそれぞれの調整機能を高め、役割分担や連携により適切

なサービスを提供する体制の充実を図ります。  
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（２）支え合う地域づくり 

○ 地域共生社会の実現に向け、社会福祉協議会等と連携し、広報・啓発活動や福祉教

育を推進するとともに、町民の福祉意識の高揚を図ります。 

○ ひとり暮らしの高齢者、高齢者福祉世帯に対する声掛けや除雪など、町民レベルに

よる福祉活動を推進します。 

○ 福祉教育の充実により、学校での教育や生涯学習の中で、思いやりのある福祉活動

に触れる機会をつくります。生活支援サービスの充実を図るため、生活支援コーデ

ィネーターを配置し、社会福祉協議会と連携して、つながり、支え合う地域づくり

を進めます。 

 

 

（３）低所得者等への支援 

○ 生活保護世帯をはじめ、経済的に公的な援助が必要な世帯に対する支援を行うとと

もに、国や道が行っている支援事業についての情報の提供を行います。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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４ 出産・子育て支援の充実 

現状と課題 

子ども・子育て支援新制度は、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を

総合的に推進し、「量的拡充」や「質の向上」を図ることにより、すべての子どもが健や

かに成長できる社会の実現を目指すための仕組みとして平成27年４月に施行されました。 

本町では、陸別保育所における保育サービスだけでなく、学童保育や子育て支援セン

ターなど様々な形で子育て支援を進めるとともに、子育て世代の経済的な負担を軽減す

るため、０歳から高校生までを対象とした子ども医療助成事業をはじめ、出産子育て支

援祝い金事業や学校給食費の全額助成など様々な経済的支援を行っています。 

しかし、陸別保育所は２歳児からの受け入れとなっており、保育ママ助成等は行って

いるものの、０～１歳児の保育環境に課題がある状況です。また、学童保育の利用が増

えていることから指導員不足が恒常化しつつあり、人材の確保が課題となっています。 

今後も、子育て家庭を町全体で支援していくという視点に立ち、関連部門・関係機関

が一体となって、家庭や地域の子育て機能を支えるための多面的な支援施策を積極的に

推進していく必要があります。 

 

基本方針 

○ 子どもが、健やかに成長するためには、こころと体の健康を保つことが必要です。母

子の健康診査や相談体制の充実を図り、安心して子どもを産み育てられる環境づくり

を推進します。 

○ 家庭、学校、地域、関連機関、行政が一体となった子育て支援体制の整備を図るとと

もに、次世代を担う子どもを安心して出産し、子育てができる環境を整備するため、

保育環境や保育サービスの充実を図ります。 

 

主な施策 

（１）母子保健の充実 

○ 関係機関との連携のもと、乳幼児健康診査をはじめ、育児に関する健康教育や相談

など、各種母子保健事業の一層の充実を図ります。 

○ 予防接種の適正実施のために、予防接種の推進と適正時期の接種が受けられるよう

に、利便性の向上を図ります。 

○ 食習慣や歯の健康などをはじめとする生活習慣を、幼少の時期から確立できるよう

に健康教育の充実を図ります。また、事故予防に対する啓蒙・教育活動を進めます。 

○ 妊婦やその家族が安心して妊娠・出産に臨めるように指導や健康教育、相談体制の
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充実を図ります。 

 

（２）子どもが健やかに成長できる環境づくり 

○ 就労形態の変化等により多様化する保育ニーズに対応し、保育所における保育サー

ビスの充実を図ります。 

○ 子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠期から子育て期まで切れ目ない子育て

支援を行います。 

○ 子育て支援センター相談窓口の充実を図り、育児に対する不安の解消や情報の共有

を促し、誰もが気軽に利用できる、子育て広場における親子の交流を図ります。 

○ 就労体系などの生活環境や子育て環境に適応した、サービスの充実を図ります。 

○ 保護者が安心して就労や介護等ができるよう、また、児童が健全に育成されるよう、

保育サービスの充実を図ります。 

○ 地域における子育てを進めるため、育児サークル団体と連携した推進体制づくりを

進めます。 

○ 児童や生徒が食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する

ことができるよう、関連部門の連携のもと、食育を推進します。 

 

（３）経済的支援の充実 

○ 子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、幼児教育・保育の無償化への対応、子

ども医療助成事業、給食費助成子育て支援事業、出産子育て支援祝金などの経済的

支援を行います。 

 

（４）支援が必要な子どもと家庭へのきめ細かな対応 

○ 関係機関との連携のもと、ひとり親家庭の自立支援や児童虐待の防止・早期発見や

対応強化など、支援が必要な子どもと家庭への情報提供の充実ときめ細かな対応に

努めます。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 
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成果指標 

指標 基準値 目標値 
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５ 高齢者支援の充実 

現状と課題 

我が国では、人口に占める高齢者の割合が急速に増加しているため、団魂の世代が75

歳以上となる平成37年をめどに、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい生

活を続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築を目指した取組を進めてい

ます。 

本町は高齢化率が40％に近く、特に75歳以上の後期高齢者の比率が道内65位（平成31

年１月１日現在）と高い状況にあり、これまで陸別町高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画を策定し、地域包括支援センターを中心に、社会福祉協議会や関連事業所、診療

所などの関係機関と連携しながら高齢者支援にあたってきました。 

しかし、認知症高齢者の急激な増加や単身高齢者・高齢世帯の増加により保健・医療・

福祉サービスに対する需要は一層高まるものと考えられ、高齢者支援施策全般の充実が

重要な課題となっています。 

特に、高齢者が孤立せず、住み慣れた地域で自立した生活を続けていくための地域福

祉体制の強化が求められているほか、若いうちから良好な食習慣や運動習慣を身につけ

生活習慣病を予防していくことや、趣味をもち、人との交流の場を広げ、認知症予防に

取り組むなど、すべての町民が介護予防意識をもち、実践することができる環境づくり

も重要です。 

今後は、高齢者ニーズに沿った生きがいづくりや健康づくりの推進、介護予防事業の

充実、高齢者が主体的に活動できる場の創設、地域での見守り・支え合い活動の推進を

図っていくことが必要です。 

 

基本方針 

○ 保健・医療・福祉との連携強化を図るとともに、高齢者を地域全体でサポートする仕

組みづくりを進めます。また、住み慣れた地域で暮らしていくための福祉サービスの

充実を図ります。 

○ 高齢者が充実した生活を送ることができるよう、地域活動等の生きがいづくりを推進

します。 

 

主な施策 

（１）介護予防の推進 

○ 高齢者ができる限り要介護状態になることなく、健康で生き生きした生活を送る

ことができるように、適正な介護予防プランの作成や相談・支援や各種保健・健

康教室の開催を行います。  
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（２）高齢者支援サービスの充実 

○ 高齢者が地域で安心して暮らすことができるように、介護保険サービスに基づく在

宅サービスや施設サービスの充実を図ります。 

○ 高齢者や家族が、地域で安心して生活し続けるための、相談体制の整備を進めます。 

○ 高齢者世帯やひとり暮らしの高齢者のため生活支援サービスの充実に努めます。 

○ 高齢者向けサービスを支える施設の適正な維持管理に努めます。 

○ 高齢者が安全・安心な生活を送るために、日頃から近所や地域における見守り体制

を構築し活動の充実を図ります。また、緊急通報装置の設置推進により高齢者の安

否確認体制の確保を進めます。 

 

（３）認知症対策の推進 

○ 認知症やその対応に関する知識の啓発と、認知症サポーターの養成・活用に努めま

す。 

○ 認知症の早期発見・重度化防止を図るとともに、当事者が適切な介護サービスを受

けられるよう、医療機関や関係機関の連携を図ります。 

 

（４）生きがいづくり・社会参加の支援 

○ 高齢者が知識や経験を活かし、生きがいを持って社会参加することができるよう、

高齢者事業団や老人クラブ等への支援を行います。 

○ 高齢者がまちづくりなどへ参加しやすくなるような環境整備やサポート体制の充

実に努めます。 

○ 高齢者が持つ知識や経験を活かす機会を拡充するため、高齢者就労センターの運営

に対するサポートを行います。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 
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成果指標 

指標 基準値 目標値 
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６ 障がい者支援の充実 

現状と課題 

近年の国の障がい者関係法整備や障害者権利条約の批准などの中で、障がいのある人

の社会参加促進、差別の解消、合理的配慮の提供など、障がいの有無にかかわらず、自

らが望んだ生き方ができる社会環境整備のための取組が進められてきました。 

そうした一連の国による法整備の中で、各市町村では、障がいのある人が、自らの生

まれた土地、望んだ土地で暮らし続けることができる社会・地域づくりが求められてい

ますが、そのためには数ある社会的障害を、除去・軽減するための取組が必要となりま

す。 

みどりの園や、とまむ園をはじめとする障がい者施設がある本町では、文化活動やス

ポーツ・レクリエーションなどを通じ、日常的に健常者と障がい者が交流する機会が多

くあります。また、町内では、障がい者が製造した加工品の販売も進められ、障がい者

の社会参加も進められています。 

これまでの取組において、地域に根付いたあたたかな志をより高めながら、就労の場

の確保をはじめ障がい者が地域社会の中で溶け込み、ともに暮らせる環境を一層整備す

ることが大切です。 

 

基本方針 

○ 町民並びに町内の団体及び事業者が障がいに対する理解を共有し、障がいの有無にか

かわらずすべての人が地域で自立し、安心して暮らすことができる環境整備を推進し

ます。 

○ 障がいのある人が地域において生活するための支援や、就労に対する教育を進めると

ともに、保健･福祉の連携した在宅支援体制の充実を図っていきます。 

 

主な施策 

（１）障がい者に対する理解の促進 

○ 障がいや障がい者に対する町民の理解を深め、ノーマライゼーションの理念の浸透

を図るため、広報・啓発活動や交流事業を推進します。 

○ 地域社会で障がい者がともに生活できる環境整備を進めるため、障がい者差別解消

と合理的配慮の周知・啓発を図ります。 

○ 町民と障がい者が交流する機会の充実に向けた検討を進めます。 
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（２）相談体制の充実 

○ 町と障害者相談員や相談支援事業者等関係機関との連携により、相談体制の充実を

図ります。 

○ 北海道が推進するワンストップでの相談支援を実現するため、地域づくりコーディ

ネーターとの連携を図り、相談支援ネットワークの構築に努めます。 

○ 十勝東北部障害者自立支援協議会及び十勝障がい者総合相談支援センターと連携

し、さらなる活用を進めます。 

 

（３）地域における自立した生活のための支援 

○ 社会福祉法人北勝光生会や関係機関と連携して障がい者福祉施設の施設・設備機能

の整備を進めるとともに、障がい者福祉に対する支援・協力体制を強化します。 

○ 地域で自立した生活をするための就労教育や支援を積極的に進めます。 

○ 公共交通機関等を用いた自力での移動が困難な方を対象とした医療機関等への移

送サービス事業の継続に努めます。 

 

 

（４）子どもの発達支援の充実 

○ 児童巡回相談や言語聴覚士の活用により、適切な時期に療育が開始できるよう努め

ます。 

○ 子ども発達支援センターを設置し、心身の発達に心配のある子ども等に対する地域

支援体制の構築を目指します。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

   

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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基本目標３ 
 

快適に暮らせる 
心地よい生活環境のまち 

《生活環境・生活基盤・生活安全》 
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１ 自然環境の保全 

現状と課題 

世界的な脅威となっている地球温暖化をはじめ、様々な環境問題の発生を背景に、地

球規模で環境保全の重要性が叫ばれ、次代へ継承できる持続可能な社会の形成に向けた

取組が強く求められています。 

本町は、緑やきれいな空気に囲まれ、利別川の上流に位置し、陸別川や斗満川など、

水辺の環境に恵まれているとともに、町の総面積の約83％を占める森林など、雄大な景

観と貴重な自然がたくさん残されており、これらの優れた自然環境・景観の保全をはじ

め、町民の環境美化運動の促進や不法投棄防止対策の推進など、各種の環境保全施策に

取り組んできました。 

今後、こうした環境保全施策は、人々の定住・移住の促進や循環型社会の形成につな

がるものとして、本町のまちづくりにとって一層重要性を増すことが見込まれることか

ら、町民・事業者との協働のもと、多面的な環境保全施策を総合的に推進していく必要

があります。 

また、省エネルギー推進や環境負荷の少ない再生可能エネルギーの積極的な活用を図

る必要があります。 

 

基本方針 

○ 環境関係法令を遵守し、環境問題への関心と理解を深め、快適な生活環境の保持や美

しい景観の普及促進を図り、環境にやさしい地域社会の実現を目指します。 

○ 環境教育・学習を通して環境保全に対する町民の意識の向上に努めるとともに、町民

との協働による自然環境の保全・継承を推進します。 

○ バイオガス発電など、環境負荷の少ない再生可能エネルギーへの取組を推進します。 

 

主な施策 

（１）自然環境の保全 

○ 森林が持つ多面的機能が持続的に発揮されるよう、森林整備事業に基づく適正な森

林事業の推進により、森林の保全に努めます。 

○ 清掃活動や害虫・野犬等の発生防止、有害鳥獣の駆除活動など、地域ぐるみの環境

美化運動を促進し、地域環境の美化に努めます。 
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（２）地球温暖化防止施策の推進 

○ 消費電力・コストの削減など、公共施設における地域温暖化対策に取り組み、温室

効果ガスの排出削減を図ります。 

 

（３）新エネルギー施策の推進 

○ 再生可能エネルギーを活用した循環型のまちづくりに向けて、家畜排せつ物を活用

したバイオガスプラント建設事業を推進します。 

○ 一般住宅への太陽光発電の導入促進を図るため太陽光発電システムの設置補助を

引き続き行います。 

 

（４）不法投棄の防止 

○ 広報・啓発活動の推進や町民・町民団体等との連携による監視・パトロール体制の

強化を図り、不法投棄の防止に努めます。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

   

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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２ 住環境の充実 

現状と課題 

住宅は、町民が安定した豊かな生活を営むために基盤となるものであり、移住・定住

を促進させる重要な要素の一つでもあります。 

令和２年３月末日現在、本町には町営住宅が合計でXXX戸整備されています。これらの

公営住宅等は「陸別町公営住宅等長寿命化計画」に基づいて建て替えと維持管理を行っ

ています。人口減少に伴い、老朽化した住宅には空き家が増えている状況にあり、公営

住宅の管理戸数の適正化に向けた取組が必要となっています。 

これまで、本町へ定住を希望される方を入居の対象とする定住促進住宅、移住体験を

促進する移住促進モデル住宅やちょっと暮らし住宅、本町に移住し就業する際、ほかに

住宅がない方を入居の対象とする移住産業研修センターを整備し、移住促進対策として

の住宅整備も行ってきました。 

今後は、宅地造成や宅地、空き家に関する情報提供などを進めるほか、住宅取得に対

する支援など、定住を促進するための快適な住環境づくりを進める必要があります。 

 

基本方針 

○ 豊かな緑や美しい水等の恵まれた自然環境を活かしつつ、便利で快適な住環境の確保

に努めます。 

○ 高齢社会の到来、空き家の増加、大規模災害の発生に対応した住宅施策について、総

合的な検討を進め、民間事業者の活用を視野に入れつつ時代のニーズに対応した良好

な住宅・宅地の確保に努めます。 

 

主な施策 

（１）公営住宅等の適正管理の推進 

○ 陸別町公営住宅等長寿命化計画に基づき、公営住宅、町営住宅及び特定公共賃貸住

宅など公的な住宅の改善等を進め、良質な住宅ストックの確保を図るとともに、計

画的に屋根・外壁の塗替等の維持補修を進めます。 

 

（２）民間賃貸住宅の整備促進 

○ 民間事業者による町内への賃貸住宅の建設を促進し、住環境の充実に努めます。 

○ 空き家を住宅として利活用するための情報収集・情報提供に取り組みます。 
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関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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３ 環境衛生の充実 

現状と課題 

地域経済が発展し、成熟社会を迎えた我が国では、これまでの資源を大量消費する生

活様式を見直し、限りある資源を守り、環境への負荷を減らす持続可能な循環型社会の

構築が求められています。 

こうした中、各種のリサイクル法が制定され、本町においても３Ｒ運動の取組を推進

し、ごみ収集の17分別や資源ごみ以外のごみや、粗大ごみ、事業所ごみの有料化により、

ごみ資源の再資源化や減量化を図っています。 

ごみの処理においては、平成31年４月から十勝圏複合事務組合が管理運営するくりり

んセンターで資源ごみを除くごみを共同処理することとなりました。また、資源ごみに

ついては、足寄町の銀河クリーンセンターで処理を行っております。 

今後も、増加するごみを処理するだけの行政施策にとどまらず、町民、事業者、行政

が一体となってごみの分別や減量化、リサイクル等について取組を強化し、環境にやさ

しい地域社会を目指す必要があります。 

 

基本方針 

○ 循環型社会の構築に向けた意識の啓発を図り、町民、事業者、行政の協働により、省

資源化の取組を推進します 

○ 廃棄物のリサイクルと適正処理を推進することで、資源を効率的かつ有効に利用する、

環境への負荷の少ない循環型社会の形成を目指します。 

 

主な施策 

（１）ごみ減量化とリサイクルの推進 

○ 広報紙や学校教育・生涯学習の中で、町民一人ひとりがごみを減らす意識を高める

ために意識啓発を進めるとともに、正しいごみ分別方法の普及・啓発を推進します。 

○ 不用品の交換や修理など、リユース・リサイクルに対する知識の普及と啓発活動を

促進します。 

 

（２）ごみ処理施設の適正管理 

〇広域的連携のもと、焼却施設やリサイクル施設をはじめとする新たなごみ処理施設

の適正かつ効率的な管理・運営に努めます。 
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（３）墓地・火葬場の適正管理 

○ 墓地利用者の利便性の向上に向け、適正管理に努めるとともに、整備が必要な箇所

を点検しながら、計画的な整備を進めます。 

○ 火葬場の機能維持のため、保守・点検を定期的に実施し、適正な管理に努めます。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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４ 水道水供給と排水・し尿処理 

現状と課題 

ライフラインである上下水道は、社会・産業活動を支えるとともに、日常生活に欠か

すことのできないものです。 

本町では上水道施設として簡易水道施設、専用水道及び営農用水施設が整備されてお

り、水源池及び沈砂池の定期清掃を行っているほか、水源池の夏季の巡回点検を実施し、

良質な水源の確保に努めています。 

水道施設は老朽化への対応が課題となっており、道路整備事業などと連携し、老朽化

した管路の更新を進めています。今後は、経営戦略及びアセットマネジメント計画を策

定し、将来の水道施設更新や維持管理を計画的に進めることにしています。 

生活排水処理施設は、陸別地区で公共下水道が整備されており、供用開始から約20年

が経過しています。浄化センター長寿命化計画に基づき、下水道施設の計画的な維持管

理を進めるとともに、平成31年３月には陸別町特定環境保全公共下水道事業経営戦略を

策定し、中長期的視点に基づいて施設の維持管理と経営推進を行っているところです。 

公共下水道整備区域外では個別排水処理が必要となり、十勝圏複合事務組合で行って

いるし尿処理で対応しています。今後においても、公共下水道整備区域外における生活

環境保全を進めるため、合併浄化槽の普及促進を進めていく必要があります。 

 

基本方針 

○ 安全で安定した水を供給できる水道施設の整備・更新、公共下水道施設の整備・更新

を計画的に進めます。 

○ 快適な生活環境の確保と恵まれた自然環境の保全のため、公共下水道施設以外の生活

排水処理を適正に行うとともに、合併浄化槽の普及を促進します。 

 

主な施策 

（１）水道事業の推進 

○ 将来にわたって安定的に水道事業を継続していくため、経営戦略及びアセットマネ

ジメント計画を策定します。 

○ 水源域の点検や整備により、良質な水源の確保に努めます。 

○ 老朽化が進んでいる施設・設備の更新を計画的に推進し有収率の向上に努めます。

また、耐震管への更新など災害に強いインフラ整備を進めます。 

○ 受益者負担の適正化などによる水道事業の健全運営を推進します。 
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（２）適正な排水処理 

○ 定期的な点検をはじめ、経年劣化等を踏まえた施設・設備の修繕や更新を計画的・

効率的に推進し、適正管理に努めます。 

○ 下水道供用開始区域外における適切な排水処理・し尿処理を推進します。 

○ 下水道供用開始区域外における合併浄化槽の普及を促進します。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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５ 公園・緑地の整備 

現状と課題 

公園や緑地は、緑豊かな潤いのある住環境の形成はもとより、地域住民の憩い・安ら

ぎの場、子どもの遊び場、さらには災害時の避難場所の確保など、様々な役割を持つ重

要な施設です。 

森林や豊富な緑を背景とした本町には、町民のコミュニケーションの場としての公園

や、季節を伝える花や緑にあふれる風景が多くあり、暮らしの中に、潤いを与えてくれ

ます。駅前多目的広場・イベント広場は町民の憩いの場や、お祭りの会場として多くの

方に親しまれています。 

今後は、公園の老朽化の状況や利用状況等を勘案し、町民等との協働による維持管理

体制の充実を図り、安全で快適な公園・緑地として、適正管理・有効活用を図っていく

必要があります。 

また、緑や季節の彩りを基調とした景観づくりを進めることにより、本町における生

活に潤いを与えることが必要です。 

 

基本方針 

○ 町民による緑化や花いっぱい運動、美化活動を促し、緑への愛着や心の豊かさを育み、

人も緑も豊かに育つまちづくりを進めます。 

○ 地域住民との連携のもと、公園や緑地の適切な整備と維持管理を進めることにより、

生活に潤いと安らぎをもたらします。 

 

主な施策 

（１）憩いの場づくり 

○ 多目的広場やイベント広場などの既存の公園利用促進環境整備を進め、町民の憩い

の場としての利用を促進します。 

○ 町民の身近な憩い・安らぎの場、子どもの安全な遊び場を確保するため、老朽化し

た既存公園施設・設備の点検・補修を計画的に推進します。 

○ 市街地の空き地などを活用した憩いの場づくりを促進します。 

 

（２）緑化の推進 

○ 花と緑あふれる快適な住環境の創出に向け、公共施設への植樹を計画的に推進しま

す。 

○ 広報紙などを通じた啓発事業を推進するとともに、自治会や団体組織などによる公

共的な場所における、緑化・花いっぱい運動や維持管理への支援をします。 
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○ 苗や種子の無料配布などを進め、統一的なテーマのもとで進める植栽活動を促進し

ます。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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６ 道路・公共交通の整備 

現状と課題 

道路は、まちの骨格を形成するとともに、安全で快適な住民生活や地域産業・経済を

支える重要な社会基盤です。 

本町の道路網は、十勝地方と網走地方を結ぶ国道242号と２本の主要道道（北見白糠線・

津別陸別線）、３本の一般道道（斗満陸別停車場線・苫務小利別停車場線・上斗満大誉地

線）が整備されており、広域道路網を補完しています。さらに、本町の産業や住民生活

に密接に関わる道路として町道が整備されています。 

また、十勝圏とオホーツク圏を連絡する十勝オホーツク自動車道の整備が進められて

おり、平成29年10月９日に陸別小利別IC～訓子府IC間が開通しました。現在は陸別IC～

陸別小利別IC間の延伸工事が進められています。 

公共交通としては、平成18年にふるさと銀河線が廃止となった後、代替バスとして帯

広方面に十勝バス、北見方面に北見バスが公共交通機関として運行しています。しかし、

自家用車の普及や人口の減少・少子化などで地方と都市を結ぶ公共交通の運営は非常に

厳しい状況にあります。一方、高校生や高齢者などにとっては唯一の公共交通機関とし

て、通学や、通院などの日常生活において、欠くことのできないものとなっており、今

後においても安定した運行が継続されることが望まれています。 

これらは、広域的な移動手段として、また町民生活における身近な交通手段として、

重要な役割を果たしていることから、利用促進に向けた取組を進めながらその維持・確

保に努めるとともに、地域公共交通のあり方についても検討を進めていく必要がありま

す。 

 

基本方針 

○ 町全体の要望として、誰もが利用しやすい高規格道路や国道・道道の整備を積極的に

要望するとともに、これらの道路に接続する町道の整備を進めます。 

○ 町民の交通手段の一つであるバス路線の確保のため、バス事業者への支援を継続しま

す。 

○ スクールバスやコミュニティバスを含めた地域公共交通に関して、少子・高齢化など

利用者環境の変化に対応した、より良い地域公共交通のあり方を検討します。 

  



基本目標３ 快適に暮らせる心地よい生活環境のまち 

 

41 

主な施策 

（１）幹線道路網の整備促進 

○ オホーツク圏・十勝圏・道央圏のアクセス向上に向けた北海道横断自動車道の早期

完成や利便性の向上を求め、国や東日本高速道路株式会社への要望活動を行います。 

○ 国道や道道における安全の確保のために、急カーブや急勾配などの解消に向けた働

きかけを行います。 

 

（２）町道などの整備 

○ 地域の要望等を踏まえながら、町道網の改良・維持管理等を計画的に推進します。 

○ 橋梁長寿命化修繕計画に基づき、緊急性の高い橋梁から順次補修等を進めます。 

○ 老朽化が進む道路ストックについて、道路利用者及び第三者の被害を防止するため、

点検を実施するとともに改良・維持管理等を行います。 

 

（３）地域公共交通対策の推進 

○ バス事業者と連携し、路線経営の安定と確保を図ります。また、沿線自治体との連

携による利用促進の取組を実施します。 

○ スクールバスやコミュニティバスによる町内のバス運行の適正運行を図ります。 

○ 既存の交通機関との連携を含め、町民のニーズに合わせた町内輸送など地域公共交

通のあり方を検討します。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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７ 防災体制の充実 

現状と課題 

災害による被害を最小限にとどめるには、行政のみならず、町民自身の防災意識の高

揚を図り、日頃から環境、福祉、教育など、様々な地域課題に取り組める基盤を確立す

るとともに、非常時における人命救助、助け合いが迅速かつ的確にできる地域を目指す

ことが必要となります。 

本町では、陸別町地域防災計画に基づき、国や道などの関係機関と協調しながら防災

対策を進めており、防災訓練や災害時要配慮者と言われる高齢者や障がいのある人等の

名簿を整備するとともに、備蓄計画に基づき食糧等の備蓄を計画的に進めています。ま

た、過去に発生した大規模停電の経験から、発電機の確保も順次進めています。 

緊急時の情報通信体制として、町内に防災行政無線（愛の鐘）が整備されていますが、

難聴地域に対する情報伝達手段について、本町の規模と地域性に合った検討が必要な状

況です。 

今後も自主的な防災の取組や組織づくりなどを進め、避難所の整備や災害時の対応な

どに対する町民への啓発、防災意識の向上に向けた取組の強化を図る必要があります。 

 

基本方針 

○ 安全上必要な河川改修の取組、森林の公益機能強化を進めるなかで、近年の気候変動

の影響等による急激な変化による自然災害の頻発化・激甚化を踏まえ、減災と強靭化

の視点をもって、災害が発生しにくい環境づくりを進めます。 

○ 災害から町民の生命と財産を守るため、地域の防災力を高め、地震や風水害などへの

対応を強化します。 

 

主な施策 

（１）災害に強いまちづくり 

○ 大雨等で被害が予想される河川などを事前に把握し安全対策を推進します。また、

北海道管理の河川については、安全対策等について、必要に応じて要望していきま

す。 

○ 災害時の避難場所となる公共施設の耐震化を進めるとともに、町民が所有する住宅

や建物の耐震診断や耐震化に向けた啓発活動を推進します。 

○ 災害時の道路や電気・水道などのライフラインの迅速な復旧のために、民間の事業

者との連携を図ります。 

○ 備蓄計画に基づき、災害時に必要となる資機材や食糧等の備蓄を計画的に進めます。 
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○ 災害非常時に対応できる給水対策の強化を図ります。 

 

（２）防災体制の強化 

○ 定期的な防災訓練の実施や情報提供により町民の防災意識の向上を図ります。 

○ 災害時に行政と町民が担う責任と役割を明確にし、避難や早期復旧に対する迅速な

対応のための体制整備の推進と、自主防災体制の構築に向け、関係機関との協議を

進めます。 

○ 高齢者や障がいのある人など、地域における要配慮者の把握に努め、安否確認や避

難支援体制を整えます。 

○ 災害発生時に、防災行政無線や緊急速報メール等、多様な通信手段を活用し、町民

へ正確な情報を迅速に伝達する体制の整備・充実を図ります。 

 

（３）治山・治水対策の推進 

○ 危険箇所の把握・周知を行いながら、関係機関との連携のもと、河川の改修や適正

管理、急傾斜地の崩壊防止など、治山・治水対策を促進し、災害の未然防止に努め

ます。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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８ 消防・救急の充実 

現状と課題 

消防は、町民の生命や財産を火災から守るとともに、事故などによる負傷や急病に迅

速に対応できる体制が求められています。 

本町の消防・救急体制として陸別消防署が整備されていますが、平成28年４月１日か

ら十勝管内のすべての消防署が一つの組合となり「とかち広域消防局」として新たにス

タートしました。 

これに伴い出動体制も変更となり、市町村の境界に関係なく最も近い消防署から現場

に出動することになり、陸別消防署においても出動範囲が拡大となり、これによる地域

消防力の低下をさせることなく、より万全を期す体制を整え効率的な活動ができるよう

進めていく必要があります。 

また、生活様式の多様化や少子高齢化の進行など社会情勢の変化により、地域におけ

る防災活動の担い手の中核的存在である消防団員の確保が困難になっているなど消防力

の低下が懸念されています。 

今後においても、人材の育成、車両資機材等の計画的な整備や更新、また消防活動に

おいて重要な役割を担う消防団組織の充実についての取組を進める必要があります。 

 

基本方針 

○ 職員・消防団員の技術向上や消防装備の充実など、時代に対応した消防体制の整備を

図ります。 

○ 救急・救助業務に関しては、救急救命士の採用・養成や広域的な搬送体制の充実、町

民への応急処置の知識普及に努め、より迅速な救急体制づくりに努めます。 

 

主な施策 

（１）消防体制の強化・充実 

○ 消防署や水利施設・車輌・機器などの消防施設等の計画的な更新や整備を進めます。 

○ 広域的連携のもと、効果的な研修・訓練の実施による職員の資質の向上、人員の増

強や施設・設備の計画的更新を図り、とかち広域消防局による常備消防・救急救助

体制の充実を図ります。 

○ 効果的な研修・訓練の実施による団員の資質の向上、個人装備品の強化による安全

管理の徹底及び団員の確保や施設・設備の計画的更新を図り、消防団の活性化を促

進します。  
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（２）火災予防の徹底 

○ 町民の防火意識の向上を図るとともに、家庭や事業所等における火災への備えなど

防火の取組の啓発を行います。 

○ 防火対象物などの立ち入り検査の実施や指導強化を図ります。また避難訓練・消火

訓練の実施に対しての支援・協力を行います。 

○ 住宅用火災警報器の設置や更新、火災になりにくい家づくりに対する情報提供や普

及啓発を実施するとともに、巡回体制を強化します。 

○ 高齢者や障がい者など、地域における要援護世帯の把握に努め、防火施設の確認や

火災予防の普及を推進します。 

 

（３）応急手当の普及啓発 

○ 町民によるＡＥＤ（自動体外除細動器）の取り扱いを含めた応急手当が効果的に実

施できるよう、講習会等を開催します。 

○ 公共施設や民間企業などにＡＥＤ普及の促進を行います。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

   

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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９ 防犯・交通安全の推進 

現状と課題 

近年、事務所荒らしや車上荒らしなど、交通網の整備に伴う犯罪の広域化や、インタ

ーネットやスマートフォン等を使った顔がみえない犯罪が増加する中、安全性の確保が

特に重視されています。 

本町では、警察や防犯協会などの関係機関・団体と連携し、啓発活動や防犯パトロー

ルを実施しているほか、防犯灯・街路灯の設置を進めています。 

消費生活においても、情報化社会の進展に伴い、生活の利便性が向上した半面、特殊

詐欺や悪質商法などの新手のトラブルが発生しています。安全で安心な暮らしを守るた

めに、国、道、警察、金融機関などと連携し情報を共有しながら、相談体制の充実を図

るとともに、消費者の行動・意識の向上に向けた取組が必要となっています。 

交通事故件数は全国的に減少傾向にありますが、子どもが犠牲となる事故、高齢運転

者による事故が相次いで発生しており、国は「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊

急対策」を通じてその対策を進めているところです。 

このため、高齢化の急速な進行も勘案し、交通安全意識の啓発を一層推進していくと

ともに、運転免許証の自主返納への対応、危険箇所を中心とした安全対策を行うなど、

交通安全対策全般にわたる一層の強化が必要です。 

今後とも、町民の誰もが、交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、交通安全

意識の一層の高揚を図っていくとともに、交通安全施設の整備を進め、交通事故のない

まちを目指す必要があります。 

 

基本方針 

○ 犯罪の未然防止のため、町民の防犯意識と連帯意識のもと、総合的な防犯活動を進め、

犯罪のない明るいまちづくりを目指します。 

○ 交通安全に対する町民一人ひとりの意識を向上させるとともに、効果的な交通安全施

設の整備拡充に努め、安全で円滑な交通環境の確保を目指します。 

 

主な施策 

（１）防犯対策の推進 

○ 活動団体や関係機関との連携により、防犯に関する学習機会や情報の提供を進めま

す。また、防犯意識の向上や地域住民の自主的な活動を支援します。 

○ 夜間における犯罪の未然防止と通行の安全性確保のため、防犯灯・街路灯の設置を

計画的に進めるとともに、必要に応じて防犯カメラの設置を行います。 
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○ 子どもを犯罪等から守るために、地域住民と連携した犯罪防止の取組を進めます。 

 

（２）消費者対策の充実 

○ 安全で安心な消費生活の実現のため、年代にあった消費者教育を実施するとともに、

消費者問題に関する情報や被害時の対処法など情報提供を行います。 

○ 北海道消費生活センターや警察などと連携を強化し、消費者問題に対し、迅速な対

応が取れるよう、相談窓口の充実を図ります。 

 

（３）交通安全対策の推進 

○ 警察や交通安全協会、交通安全指導員会等の関係機関・団体との連携のもと、子ど

もから高齢者まで、各年齢層に応じた効果的な交通安全教育や啓発活動を推進し、

町民の交通安全意識の一層の高揚を図るとともに、町ぐるみの交通安全運動を促進

します。 

○ 高齢者に対する運転免許証の自主返納を促すため、移動手段の確保に対する支援を

検討します。 

○ 高齢運転者の交通事故の防止と事故時の被害軽減を目的として、自動車等への安全

運転支援装置の設置を促進します。 

 

（４）交通安全環境の整備 

○ 交通規制標識・夜間照明・信号機の積極的な設置・設置要請や警戒看板の設置によ

り交通の安全を確保します。 

○ 学校周辺や通学路などにおける交通標識や信号機の設置、また、高齢者や障がい者・

健常者を問わず、誰もが安心して歩行できる環境をつくります。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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10 雪・寒さ対策 

現状と課題 

日本一寒い町である本町において、厳しい冬の生活を快適で安全・安心に暮らすため

には、除排雪対策をはじめとする総合的な寒冷地対策が必要です。 

町民アンケート調査によると、「除排雪対策の充実」は今後においても重要度が高い施

策としてあげられています。私たちの冬の暮らしに雪対策は欠かせないものであり、雪

と上手に付き合いながら、冬をいかに楽しく、快適に過ごすかは重要な課題であると考

えられます。 

しかし、人口減少・少子高齢化の急速な進行により除排雪処理の担い手不足が深刻化

しつつあり、除雪体制の維持が困難になることも予想されます。また、十勝オホーツク

自動車道の延伸の関係で排雪場所の確保が難しくなっており、除排雪処理においてはこ

れらへの対応が求められます。 

さらに、日本一のしばれを活用した技術を住民生活に浸透させ、より快適な暮らしの

実現に努めていくことが必要です。 

 

基本方針 

○ 早期除雪や排雪場所の確保、冬期間の安全な通行を確保するとともに、軒先や玄関先

など身近な住環境の除雪や高齢者世帯への対応など、町民による積極的な活動を促し

ていきます。 

 

主な施策 

（１）除排雪等の充実 

○ 冬期間における町道交通の確保のため、除排雪機械の整備・更新に努め、作業の向

上と交通安全確保に努めます。 

○ 排雪場所の確保に向けた検討を進め、除排雪処理が円滑に進められる体制づくりに

努めます。 

○ 関係機関と連携し、主要道路である国道・道道の除排雪を充実促進することで、安

心で安全な歩車道の確保に努めます。 

○ 高齢者世帯などの要支援世帯に対する支援体制づくりを推進します。 

 

（２）寒冷地向け住宅の普及 

○ 陸別町の寒冷な気候に適応した住宅の建設やリフォームに対する相談や指導の体

制を整えます。 
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（３）寒さを活かしたまちづくり 

○ 寒さを活かしたまちづくりに向けて、しばれフェスティバルなどのイベントを実施

し、寒さならではの観光振興を進めます。 

○ しばれ技術開発研究所による寒さを利用した技術の開発などの支援を積極的に進

めるとともに、陸別町の気候を有効活用できる企業の誘致を進めます。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 

   

   

  



基本目標３ 快適に暮らせる心地よい生活環境のまち 

50 

11 情報通信環境の充実 

現状と課題 

情報通信技術が発達し、パソコンやスマートフォン等の普及にみられるように、イン

ターネットは最も身近な情報発信・受信の手段となっています。 

本町では、高速通信網（光ケーブル）整備による高速インターネットや地上デジタル

テレビ難視聴地域の解消、地上デジタル放送中継局の整備が完了し、高度情報化に対応

した基盤整備が進んできました。 

高速通信網を町内世帯が利用できる割合（ブロードバンドカバー率）はほぼ100％とな

っており利用促進も図られていますが、将来的には設備維持に多大な経費がかかること

が課題となっています。 

これまで観光客が数多く訪れる道の駅にはWi-Fi環境を整備し、無料でインターネット

を利用できる環境を整えてきました。今後は外国人観光客の増加や、新たな観光施策の

展開に合わせてWi-Fi環境の拡充を検討していく必要があります。 

平成30年12月から４Ｋ・８Ｋの実用放送が始まったことや、第５世代移動通信システ

ムである「５Ｇ」の実用化が進むなど、情報通信技術は日々進歩しています。今後これ

らの新しい通信技術やＩｏＴ技術の進歩を踏まえ、国内における普及状況や町民ニーズ

に合わせた対応を行っていくことが求められます。 

 

基本方針 

○ 高速通信網の積極的な利活用などによって地域情報化を促進するとともに、行政の情

報化を推進し、誰もが情報を享受でき、活発な情報発信・交流ができるまちづくりを

目指します。 

 

主な施策 

（１）地域情報インフラの整備 

○ 誰もが等しく情報サービスを利用できる環境づくりに向け、関係機関や民間通信事

業者との連携のもと、高速通信網（光ケーブル）の適切な維持管理に努めます。 

○ 情報通信基盤の充実を図るため無料Wi-Fiスポットの拡充に努めます。 

○ テレビ難視聴地域への対応や携帯電話の不感地域の解消について、関連事業者と連

携した取組を実施します。 
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（２）高度情報化への対応 

○ 小・中学校におけるインターネットの安全な利用に対する教育の充実を図ります。 

○ 多くの町民が便利なサービスを利用できるよう、情報セキュリティ対策やＳＮＳの

活用方法などの教室を開催します。 

 

（３）行政情報化の推進 

○ 庁内の電算機器の適切な更新と利活用、業務効率化のために必要なAI・RPAなど新た

なシステムの導入等により、行政内部の情報化を一層推進します。 

○ 町民の個人情報をはじめとした行政運営上重要な情報などの漏洩等を防ぐため、行

政内部における情報セキュリティ対策を強化します。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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基本目標４ 豊かな心を育む学びと人づくりのまち 
 

基本目標４ 
 

豊かな心を育む学びと 
人づくりのまち 

《教育・生涯学習・スポーツ・文化》 
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１ 学校教育の充実 

現状と課題 

子どもたちが、生きる力を身につけ、これからの社会を築き、支えていく人材として

成長していくために、学校教育に求められる役割はますます大きなものとなっています。 

本町では、家庭、学校、地域との連携を推進し、「家庭は温かく」、「学校は楽しく」、

「地域は明るく」を合い言葉に、「陸別の子は陸別で育てる」を主体に町ぐるみで育む活

動を進めてきました。 

令和元年度からは陸別小学校と陸別中学校が併設型小中一貫校として新たに小中一貫

教育をスタートし、地域とともに学校運営を進めるため、「陸別町学校運営協議会」を設

置しました。今後は「陸別町地域学校協働本部」の設置により地域住民が学校を支援す

るための体制づくりを進めます。 

そのような中、「社会に開かれた教育課程」の実現を目指した新学習指導要領が、小学

校では令和２年度から、中学校では令和３年度から全面実施されることになりました。 

今後は、これらを踏まえた教育行政の推進が求められ、本町の教育資源を十分に活か

しながら、子どもたちが未来社会を切り拓くための資質・能力を育成するためのきめ細

かな教育活動を進めていく必要があります。 

 

基本方針 

○ 国際化、情報化、環境問題等の社会変化に柔軟に対応できる教育内容や指導体制の充

実に努めるとともに、教育施設や設備の整備により教育環境の充実を図ります。 

○ 体験学習や社会活動への参加など地域特性を活かした教育、児童・生徒が自ら学ぶ意

欲を高め、個性や能力に応じた教育を進めていきます。 

 

主な施策 

（１）学校教育の充実 

○ 社会で活きる力の育成に向け、基礎的・基本的な知識・技能の定着を図るとともに、

外国語教育や情報教育の充実など新たな教育内容への対応を行い、社会の変化に対

応する教育を推進します。 

○ 豊かな心の育成に向け、道徳教育、ふるさと教育の充実を図るとともに、スクール

カウンセラー等を活用したいじめや不登校などの心の問題に関する相談・指導等の

充実を図ります。 

○ 健やかな体の育成に向け、体力・運動能力の向上を図るとともに、健康教育の充実

に取り組みます。 
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○ 発達障がい等の特別な支援を必要とする子どもたちに対する教育体制を整えるた

めに地域療育センターや児童相談所、病院などの関係機関との連携を図ります。 

○ カナダ・ラコーム市との友好関係の発展により、国際理解教育の充実を図ります。 

○ 英語指導助手を活用した授業を中学校及び小学校等で展開し、英語による会話・コ

ミュニケーション能力の向上と英語圏の文化や価値観についての理解を深めます。 

○ 安全・安心な給食を安定的に提供していくことを第一に進め、地場産品の活用に努

めるとともに食物アレルギーを持つ子どもに対しては個別の対応を行います。 

 

（２）学びをつなぐ学校づくり 

○ 小中一貫教育を通じて、９年間を見通した一貫性・継続性のある指導を推進し、学

力の定着、豊かな人間性と社会性の育成、ふるさと教育の充実を図ります。 

○ 陸別町学校運営協議会及び陸別町地域学校協働本部を設置し、開かれた信頼される

学校づくりを推進します。 

 

（３）学校施設の環境整備 

○ 子どもたちの安全な学習・生活の場、地域住民の防災拠点として、学校施設の改修

整備を計画的に推進します。 

○ 情報教育のためのコンピュータの更新など、教育内容の充実に即した設備や教材・

教具の整備を図ります。 

○ 学校内における危機管理体制や防犯システムなどの環境整備を図ります。 

○ 教職員住宅の整備など、教職員の福利厚生の充実を図ります。また、教職員の資質

向上のために研修機会の提供に努めます。 

 

（４）通学、修学支援の充実 

○ スクールバスの安全な運行と車両の計画的な更新を図ります。 

○ 登下校時の安全確保や、自己防衛意識の高揚を図るための安全教育を実施します。

また、地域で子どもたちを守る取組を実施します。 

○ 高校や専門学校、大学進学者に対する奨学金制度による修学支援を引き続き行いま

す。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

  



基本目標４ 豊かな心を育む学びと人づくりのまち 
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成果指標 

指標 基準値 目標値 

   

   

   

  



基本目標４ 豊かな心を育む学びと人づくりのまち 
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２ 生涯学習の推進 

現状と課題 

社会・経済情勢の変化に伴いライフスタイルの多様化がますます進む中、誰もが生涯

を通じて主体的に学習に取り組み、生きがいに満ちた充実した人生を送ることができる

生涯学習社会の実現が求められています。 

本町では、公民館や保健センターなどを拠点とした生涯学習活動を進めていますが、

少子高齢化や人口減少が進む中、各種活動への参加者の減少や固定化、指導者不足とい

った状況がみられる状況にあります。 

また、社会・経済情勢の変化に伴ってますます多様化する町民の学習ニーズに的確に

応えていくため、様々な世代を対象としたアンケート調査を実施し、生涯学習プログラ

ムの充実に努めているところです。 

ライフステージに応じて「誰でも、いつでも、どこでも、何からでも」学べる機会の提

供、関連施設の整備・充実に努めるとともに、本町を取り巻く森林や川、畑、星空、しば

れなどの自然環境を最大限に利用した生涯学習の実施により、町に対する誇りを持つ人

づくりが求められています。 

 

基本方針 

○ 学習機会の提供などにより、生涯を通じた学習を推進し、町民の心豊かな生活の実現

を目指します。また、陸別の特色や町民の情報・知識・技術などを最大限に活用した

生涯学習を進めます。 

 

主な施策 

（１）生涯学習推進体制づくり 

○ 関係各課や生涯学習ボランティア・各種サークルなどと連携し、生涯学習の推進や

推進体制の整備を計画的に進めます。 

 

（２）生涯学習活動の充実 

○ 町民の自主的な学習活動を支援するとともに、学習の成果を活かす機会の充実を目

指します。また、他市町村との交流や研修事業への参加に対する支援を行います。 

○ 町民が求めている学習メニューの実施のために関係機関・関係各課と連携してニー

ズの把握に努めます。また、陸別町の特色を活かした学習メニューの実施を目指し

ます。 

○ 町民に対し、ホームページや広報紙、社会教育ニュース「プラザ」を通じて生涯

学習に関する情報の提供を行い、学習機会の拡大を図ります。  



基本目標４ 豊かな心を育む学びと人づくりのまち 
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（３）指導者の確保 

○ 町民の情報・知識・技術などを活かした指導体制の充実により、幅広い生涯学習へ

の対応を図ります。 

○ 広域的な指導者ネットワークの形成により指導者の確保に努めます。 

 

（４）生涯学習施設の充実 

○ 多様化する学習ニーズに対応するため、公民館、図書室など既存の学習施設のほか

保健センターなどの効率的な利用を図るとともに、利便性の向上を図ります。 

○ 小中学校向けの推薦図書の購入等により、子どもたちが自主的に読書活動を行うこ

とができる環境の充実に努めます。 

 

（５）社会教育の充実 

○ 陸別町社会教育計画に基づき、社会の変化に対応した社会教育の充実を図ります。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 

   

   

   

   

  



基本目標４ 豊かな心を育む学びと人づくりのまち 
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３ 青少年の健全育成 

現状と課題 

青少年を取り巻く環境として、核家族化、少子化の進行、共働き世帯の増加を背景に

親子の接触機会の減少や地域における連帯意識の希薄化等、家庭や地域での教育機能の

低下が指摘されています。また近年は、いじめや虐待、犯罪の低年齢化、引きこもりや

ニートの増加等、青少年を取り巻く問題は複雑化、多様化しています。 

こうした状況に対し、本町では、平成27年３月に陸別町いじめ防止基本方針を策定し、

青少年の健全育成に向けた取組を推進しています。 

また、少年団活動などを通じて青少年の健全な育成を図るとともに、中学生等海外研

修派遣事業や冒険・体感inとうきょう派遣事業など陸別町ならではの研修事業を推進し

てきました。 

次代を担う青少年が希望と郷土への誇りを持ち、心身ともにたくましく、また、地域

社会の一員としての自覚を持ち、主体的に生きる社会人として成長していくため、家庭

や地域、学校、行政の密接な連携のもと、今後も青少年の社会参加への機会拡充や主体

的な活動に対する支援の充実に努める必要があります。 

 

基本方針 

○ 家庭や地域、学校、行政が一体となり、青少年の健全育成活動を推進するとともに、

青少年の社会参加等を促し、豊かな社会性と創造性を身につけた心身ともにたくまし

い青少年の育成を目指します。 

○ いじめや虐待など子どもの人権を侵害する行為から子どもを守る活動を推進します。 

 

主な施策 

（１）青少年の育成環境の整備 

○ 地域全体で青少年育成を図るために、意識啓発や環境整備を進めます。また、自立

性や社会性を持った子どもたちの成長のために、地域における体験活動や町民との

ふれあいの機会の充実を図ります。 

 

（２）各種少年団活動や助成会の活動に対する支援 

○ 各スポーツ少年団や助成会活動を通じて、仲間づくりや異年齢交流を図り、団体行

動や社会のルールを学ぶことにより、青少年の健全育成につながるように、各団体

への支援を行います。 

  



基本目標４ 豊かな心を育む学びと人づくりのまち 
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（３）青少年の体験・交流活動等の促進 

○ 青少年教育に関する事業等を通じ、青少年の様々な体験・交流活動やスポーツ・文

化活動等の機会の充実を図り、活動の活発化を促進します。 

 

（４）いじめや非行防止活動等の促進 

○ 町全体で子どもを守り育てるため、家庭・学校・地域・行政等の連携を強化し、い

じめや非行防止活動等の推進、家庭教育に関する学習機会の提供や広報・啓発活動

の推進に努めます。 

○ 関係団体を中心とした非行防止活動や子ども地域による見守り活動等を促進し、青

少年の非行防止及び安全確保に努めます。 

○ インターネットにおける有害な情報を排除するための取組を推進するとともに、イ

ンターネットの適正な利用に対する教育の充実を図ります。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 

   

   

  



基本目標４ 豊かな心を育む学びと人づくりのまち 
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４ 生涯スポーツの充実 

現状と課題 

スポーツは、健康の維持・増進や生きがいづくりに役立つだけでなく、住民同士の交

流や地域連帯を深めるものとして、地域活性化に重要な役割を果たしています。 

本町では、スポーツ団体が積極的に活動するため支援を実施するとともに、カローリ

ング、フロアーリングなど、誰もが親しむことができる軽スポーツにも取り組んできま

した。 

しかしながら、近年は人口減少の影響によりスポーツ人口の減少がみられるほか地域

における指導者の確保も難しくなってきています。さらに、スポーツ施設の老朽化が進

んできており、その対策が急務となっています。 

近年、健康・体力づくりに対する関心がますます高まる中、町民のスポーツニーズは

多様化の傾向にあり、生涯にわたって誰もがいつでもスポーツに親しむことができるよ

う、各スポーツ団体の指導者の育成及び加入者の増加に向けた支援が一層求められてい

ます。 

 

基本方針 

○ 良好なスポーツ環境を整備するため、スポーツ施設等の計画的な維持管理を推進しま

す。 

○ 子どもから高齢者まで町民の健康増進を図るため、気軽に参加できるスポーツ教室の

開催をはじめ、スポーツ・レクリエーションの場と機会を提供するとともに、各種ス

ポーツの普及・推進のため指導者・団体の育成に努めます。 

 

主な施策 

（１）スポーツの推進 

○ 町民がスポーツに触れる機会の拡大を図るため、町民向けのスポーツ教室の開催や

スポーツ大会の開催に対する支援をします。 

○ 町民が気軽に健康・体力づくりを目的に取り組むことができるようなスポーツの振

興を図るとともにスポーツに関する情報の提供を行います。 

○ 自主的に活動しているスポーツ少年団やスポーツ団体への支援を行います。また、

団体間の連携や情報交換の機会づくりに努めます。 

  



基本目標４ 豊かな心を育む学びと人づくりのまち 
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（２）指導者、指導体制の充実 

○ 審判講習会や指導者講習会参加者に対し参加経費の助成を継続するとともに、長期

的な展望を持った、各種スポーツ指導者の発掘・育成に努めます。 

 

（３）スポーツ施設の充実 

○ 利用ニーズや老朽化の状況等を踏まえ、各種スポーツ施設の整備充実を計画的に進

めます。 

○ スポーツ施設の利用について、競技者間の連携や情報の共有により有効に活用しま

す。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

   

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 

   

   

   

   

   

  



基本目標４ 豊かな心を育む学びと人づくりのまち 
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５ 芸術・文化活動の推進 

現状と課題 

芸術や文化活動への意識を高めることは、心の豊かさと潤いをもたらし、活力あふれ

る地域づくりの基礎となります。 

本町では、文化協会加盟団体を中心に文化芸術活動が行われており、陸別町文化祭は

文化団体の発表の場として長く続けられています。 

また、質の高い芸術文化の提供を目的とした「ふるさと劇場」や「あかえぞ文藝舎」に

よる町民文芸誌「あかえぞ」の発刊など、町民による活発な文化活動が進められていま

す。 

一方、人口減少や高齢化などにより活動の縮小や活動内容の固定化など、活動団体を

取り巻く環境は厳しい状況にあります。また、町民の文化活動の拠点として重要な役割

を果たすタウンホールは建設から30年経過し、ホール機材の劣化が進んでいる状況です。 

今後は、町民の関心を高めながら、地域の歴史に根付いた文化を継承するとともに、

誰もが気軽に文化芸術に触れ、楽しみ、活動成果を発表できる環境を維持していく必要

があります。 

 

基本方針 

○ 町民の文化活動への参加を促進し、芸術文化への町民の関心を高めるとともに、文化

活動を行う環境の維持管理を行います。 

 

主な施策 

（１）芸術文化活動の充実 

○ 各種文化団体・サークルの活動に対して支援を行うとともに、発表や活動の場を提

供します。また、広報紙などを通じて、町民に対する各種団体活動の情報提供を行

います。 

○ 町民への芸術鑑賞の機会提供、文化活動による地域活性化を促進するため、ふるさ

と劇場への支援を継続します。 

 

（２）芸術文化活動を支える施設の維持管理 

○ 町民の文化芸術活動の核となるタウンホールや公民館の維持管理を行い、必要に応

じた設備等の整備を検討していきます。  



基本目標４ 豊かな心を育む学びと人づくりのまち 
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関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 

   

   

   

  



基本目標４ 豊かな心を育む学びと人づくりのまち 
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６ 文化財保護の推進 

現状と課題 

文化財は町民の郷土に対する理解と関心を高めるとともに、地域の歴史や文化、風土

を内外に発信する上で大きな役割を担っています。 

本町の文化財は関寛斎をはじめ、国指定史跡ユクエピラチャシ跡や町指定文化財、郷

土資料など恵まれた環境にあります。 

関寛斎については、「関寛翁顕彰会」による研究や交流が行われており、この先人が残

した、すばらしい財産を次世代に継承するため、町民レベルでの活動が、活発に行われ

ています。 

今後の文化財保護の推進に向けて、埋蔵文化財調査を進めながら国指定史跡ユクエピ

ラチャシ跡の歴史に接する環境づくりや関寛斎資料館の充実を図り、町に残された文化

財などの保存や活用を進める必要があります。 

また、広報や教育分野などを通じ、町の歴史や文化を町民に伝えていくことが求めら

れています。 

 

基本方針 

○ 陸別の歴史や文化を次世代に伝えるために、文化財の保護・活用を進めます。 

 

主な施策 

（１）文化財の保護と活用 

○ 開発行為と文化財保護の調整を行い、文化財保護法に基づく事前協議や必要な調査

を適切に行います。 

○ 「関寛斎資料館」を核として、関寛斎関係の遺跡整備の充実を図ります。また、引

き続き「関寛翁顕彰会」の活動を支援します。 

○ 史跡ユクエピラチャシ跡の活用を進めるとともに、十勝・道東地域の史跡活用、ア

イヌ文化の理解、世界遺産登録に向けた活動等に積極的に協力していきます。 

○ 収蔵展示化した陸別町郷土資料室の郷土資料の活用については、町民見学会等を積

極的に実施し、郷土学習の一つとして位置づけます。 

○ 町指定文化財である斗満遺跡出土の大型石器の特別展示を行うなど、埋蔵文化財全

般の活用を計画し、文化財に対する理解を深めるための活動を推進します。 

  



基本目標４ 豊かな心を育む学びと人づくりのまち 
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（２）文化財に対する意識高揚 

○ 文化財保護団体の育成を進めるとともに、学校教育や社会教育における郷土資料や

人材の活用を進めます。 

○ 史跡ユクエピラチャシ跡保存整備事業で実施した「住民参加型の史跡整備」方針を

拡張・継続実施し、親しみやすい文化財を目指します。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 

   

   

  



基本目標４ 豊かな心を育む学びと人づくりのまち 
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７ 人権尊重・男女共同参画の啓発 

現状と課題 

個人の尊厳は、一人ひとりが互いに相手を尊重し、受け入れることにより成立します。

また、男女が性別に関わりなく、社会のあらゆる分野に対等な立場で参画し、個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が求められています。 

こうした社会の実現は、人口減少時代を迎えた我が国の重要な課題の一つに掲げられ、

男女共同参画社会基本法等に基づいた取組が進められており、平成28年には女性活躍推

進法が施行されるなど、男女共同参画社会形成に向けた法律等は整備されつつあります。 

少子高齢化の進行や不安定な社会経済情勢の中、より豊かで活発なまちづくりに向け

ては、女性の社会参画を促進し、男女がともに力を合わせて、新たな状況へ対応するこ

とが求められています。 

本町においては、女性の活力は仕事だけではなくＰＴＡ活動や地域でのボランティア

活動、文化芸術など、まちづくりを支える大きな力となっており、今後も、あらゆる場

面で、それぞれの個性と能力を発揮できる社会づくりが求められています。 

家庭、地域、学校、職場等の関係機関とも連携を図りながら、あらゆる分野で女性も

男性もともに参画し、相互の自立を育み、人権を尊重し合う社会を実現する必要があり

ます。 

 

基本方針 

○ すべての町民が思いやり、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、社会の対

等な構成員としてあらゆる分野に参画することを促進します。 

○ 男女共同参画の理解を浸透させるとともに、まちづくりや地域活動などへの女性参画

を促進します。 

 

主な施策 

（１）人権尊重の普及・啓発 

○ 子どもから高齢者まで、町民一人ひとりの人権意識を高めていくため、学校・家庭・

地域その他様々な場を通じた人権教育・啓発を推進します。 

○ 人権擁護委員と連携し、人権問題に関する相談を継続して行います。 

 

（２）男女共同参画の促進 

○ 男女共同参画の実現に向け、町民一人ひとりの意識の高揚のため、啓発や学習機会

の充実を図ります。 



基本目標４ 豊かな心を育む学びと人づくりのまち 
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○ 女性が社会活動に参加するきっかけの一つとなる女性団体活動への支援や情報提

供を積極的に行います。 

○ 各種委員会などにおいて女性委員を積極的に任命し、政策決定過程への女性の参画

を促進します。 

 

（３）仕事と生活の調和の推進 

○ 仕事と家事や育児、介護との両立を支援する環境の整備を図り、男女ともに仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現できる環境づくりに努めます。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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基本目標５ 
 

ふれあいと交流で創る 
あたたかなまち 

《住民参画・地域づくり・行財政》 
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１ 住民参画の推進 

現状と課題 

近年、価値観や生活様式の変化、少子高齢化、核家族化の進行に伴い、個人の自由や

プライバシーを重視する風潮が強まり、地域での連帯感や協働意識が薄れつつあると言

われています。一方で、より良いまちづくりには、これまで以上に町民一人ひとりの自

治意識の醸成が求められています。 

近年、町民のまちづくりへの参加や社会貢献への気運が高まってきており、地域の課

題や多様なニーズに対応するため、町民と行政がそれぞれの役割と責任に基づき、連携・

協力しながら、まちづくりを進めています。 

また、町では「陸別町まちづくり推進会議」を設置し、総合計画や町の振興計画の審

議及び答申を行っているほか、「まちづくり補助金」を通じて住民参画によるまちづくり

を支援しています。 

今後もこれらの活動を積極的に推進していくことが求められますが、人口減少に伴う

担い手不足や、まちづくり活動への参加者に固定化がみられることから、今後も町民の

積極的な取組を促すための情報提供や啓発活動を進めていくことが必要です。 

 

基本方針 

○ まちづくりを論議する場づくりや、町民各層がまちづくりへ参加する機会の拡大を図

るとともに、自治会活動や町民によるまちづくり事業への支援を図ります。 

 

主な施策 

（１）まちづくりへの参画機会の拡充 

○ 様々な年代の町民が気軽に参加し、町民同士がまちづくりについて幅広く話し合え

る機会の拡充と手法の検討を進めます。 

○ まちづくり活動への支援を通し、組織的な活動へと発展するような支援方法を検討

します。 

○ 町民と行政、また、他地域間での連携したまちづくりの取組を推進します。 

 

（２）自主活動の奨励・支援 

○ 地域活動の最小単位である自治会活動の充実に向けた支援を行います。 

○ 町民が行うまちづくりに関する活動に対して支援をするための「まちづくり補助金」

の周知を図り、町民のまちづくり活動に積極的な支援を行います。 
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関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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２ 地域づくりと交流の推進 

現状と課題 

人口減少や価値観の多様化等により、地域活動の担い手が不足し、地域内のつながり

が希薄化していると言われています。地域の活性化や防犯・防災、環境保全、福祉など

様々な地域課題の解決に向けて、地域と行政がともに考え、取り組んでいくことが必要

となっています。また、地域の活性化や課題解決にあたっては、それぞれの地域の特性

や実情に応じた柔軟な対応が求められています。 

地域づくりにおいては、地域活動の最小単位である自治会活動の充実が欠かせません

が、人口の減少により活動が困難な地域が出てきており、自治会の再編が徐々に進んで

きています。 

交流の面では開拓の祖・関寛斎が長く過ごした徳島市や千葉県銚子市・東金市とは町

民による交流が進められているとともに、電機連合との交流事業が継続されており、リ・

クリエーションサマーinりくべつや冒険・体感inとうきょうの参加者による町民レベル

の交流へと発展しています。 

また、カナダ・ラコーム市と友好姉妹提携を結び、中学生など町民の海外研修を行い、

人的交流を進めています。 

今後は、将来にわたって持続可能なコミュニティの形成が大きな課題となりますが、

地域の共同意識や信頼関係を醸成するコミュニティ活動を今後も継続していくことが必

要です。 

 

基本方針 

○ 地域と行政が相互に連携し、良きパートナーとして、地域の課題の発見や解決に取り

組むことを通じて、地域力を高めていきます。 

○ 国内のほかの地域や国際的な交流の機会を拡大し、異なる文化や人とのふれあいとつ

ながりを通じて魅力あるまちづくりを進めます。 

 

主な施策 

（１）地域の活性化に向けた支援の充実 

○ コミュニティや住民自治の重要性、実際の活動状況等に関する広報・啓発活動、情

報提供等を行い、町民のコミュニティ意識の高揚に努めます。 

○ 地域住民の自主的な活動を促進し、活力ある自治会運営が行えるよう、支援を行い

ます。 
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（２）地域間交流の促進 

○ 「しばれ」や天文台、りくべつ鉄道、関寛斎など、地域特性を通じた地域間交流事

業などを通じて、関係人口の拡大に努めます。 

○ 「ふるさと陸別会」「陸別友好町民の会」「サマーインりくべつ」「冒険・体感inとう

きょう」など道内・道外の方との多様な地域間交流を促進します。 

○ 日産自動車㈱などの誘致企業との経済交流を含めた交流機会の拡大を図ります。 

 

（３）国際交流の推進 

○ カナダ・ラコーム市との相互交流の促進を図るとともに、引き続き中学生等の派遣

事業を実施し、友好関係の促進を図ります。 

○ 陸別町内に居住する農業研修生などと町民との交流機会の創出をします。また、陸

別町の産業における外国人研修生や外国人労働者の受け入れ体制づくりの検討を

進めます。 

○ 国際化に対応した人材の育成のため、学校教育や社会教育の中で国際化に対する教

室を実施します。 

 

（４）移住者受け入れの推進 

○ 地域の新たな人材の獲得を図るため、都市部や他地域からの移住希望者の受け入れ

を積極的に推進します。 

○ 移住希望者に対して陸別移住を応援する会を核として、移住ワンストップ窓口での

相談対応や都市圏へのＰＲ活動を積極的に推進します。 

○ 移住促進モデル住宅、ちょっと暮らし住宅及び移住産業研修センターの適正な維持

管理を推進します。 

○ 町内に移住・定住する方の住宅取得や住宅改修に係る費用助成制度など、住宅取得

に関する施策の充実に努めます。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 
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成果指標 

指標 基準値 目標値 
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３ 広報・広聴の推進 

現状と課題 

町民ニーズに応えるまちづくりを進めるためには、より多くの町民の声を聞きながら、

意見や要望を的確に把握し、行政の取組を十分に町民に周知することにより情報を共有

化することが必要になります。 

町政に関する情報は、毎月発行している「広報りくべつ」をはじめ、インターネット

など様々なメディアを通じて町内外に提供しています。 

また、陸別ＰＲショートムービーを制作し、「りくべつ 冬」は第８回観光映像大賞フ

ァイナリスト作品に選ばれました。 

広聴の面では、年に１回自治会長会議を実施し、自治会単位の要望を聴く機会を設け

るほか、町民からの意見を文書でいただく「町民から提案します」、町長とグループ・各

種団体等が懇談する「まちづくり懇談会」を実施するなど、町民が日頃感じている町政

に対する疑問や意見、提案などを受け付ける機会を設けています。 

今後も、誰でもわかりやすい町政情報の広報に努めるとともに、意見交換などの町民

との対話を通じて、広聴による町民意向の把握を今後も積極的に行っていく必要があり

ます。 

 

基本方針 

○ 町民が必要とする情報やわかりやすい情報の提供を行うことで、町内で行われる事業

や取組に関心をもってもらえるような広報活動を進めます。 

○ 町民の声を聴く新たな方法や行政情報の公開を進め、情報の共有化により地域と行政

がより理解し合える環境づくりを推進します。 

 

主な施策 

（１）広報活動の充実 

○ 親しみやすい広報紙づくりをこころがけ、行政情報の迅速な周知と、わかりやすい

説明などにより開かれた行政を目指すとともに、町民同士の情報交換の場としての

活用を検討します。 

○ 町民を対象としたホームページの充実を図り、迅速でわかりやすいページ構成を目

指します。また、ＳＮＳを活用して、町内はもとより、町外に向けても積極的な広

報活動を進めます。 
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（２）広聴機会の拡充 

○ 自治会長会議のほか、町民の広聴機会の拡充のため、各種広聴制度の利用方法や場

所などの周知の徹底により、利用の拡大を図ります。また、町民のみなさんの声を

聴くための多様な手段について検討します。 

 

（３）情報公開の推進 

○ 陸別町情報公開条例に基づいた適切な情報開示を引き続き実施するとともに、制度

についての周知を図り、町民の町政に対する関心を高めます。また、役場内の行政

文書等の保管方法やルールを定め、適切な情報公開を進めます。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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４ 行政経営の推進 

現状と課題 

一連の地方分権改革が進展する中、これからの人口減少社会を考えると地方自治体を

取り巻く状況はさらに厳しくなることが予想され、これまで以上に効果的・効率的な行

政経営が求められています。 

また、地方公務員法等の改正により能力本位の任用制度や人事評価制度などが地方公

共団体に義務付けられ、人事評価制度の実効性を高め、職員の資質・能力の向上を図る

とともに、複雑・多様化する行政課題に対して町民や関連団体との対話を深め、ともに

考え、行動できる職員の育成が求められています。 

本町では、これまで簡素で効率的な行財政運営を行うため組織機構の見直しなど行財

政運営の改善に向けた取組を進めてきました。これから生産年齢人口の減少に伴う税収

の減少や少子高齢化の進展による扶助費等の増加が予測されるとともに、公共施設の老

朽化により、更新時期の集中が近い将来に見込まれていることから、今後の財政状況は

ますます厳しくなることが予測されます。 

こうした中、多様化する町民ニーズに的確に対応し、町民サービスをさらに向上させ

るためには、安定した財政基盤のもと最小の経費で最大の効果をあげる組織づくりに努

めるとともに、地方公会計制度を推進し、行政経営マネジメントの強化を図る必要があ

ります。また、人口減少や少子高齢化に伴う施設需要の変化を見据えながら、公共施設

の維持管理や更新、統廃合による適正配置等の計画的な推進により、財政負担の軽減と

平準化を図る必要があります。 

 

基本方針 

○ 計画的な行政運営を図るとともに、時代に対応した行政機構の整備や事務事業の改善

を進め、質の高い行政サービスを提供していきます。 

○ 健全で透明な財政運営を堅持しつつ、事業効果を重視した予算編成体制や町有財産の

有効活用、財源の確保などに努めます。 

 

主な施策 

（１）行政改革の推進 

○ 事務事業の見直しや組織･機構の再編、定員管理の適正化、職員研修による職員の資

質の向上などを進め、より良いまちづくりと質の高い町民サービスを提供するため

の組織づくりを進めます。  
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○ 施策・事務事業の成果の検証と見直しに基づく行政経営マネジメントを推進します。 

 

（２）健全な財政運営 

○ 地方公会計制度改革への適切な対応を図るとともに、地方公会計を推進・活用する

ことにより、さらなる財政の健全化に向けた取組を進めます。 

○ 中長期的な視点に立った健全で計画的な財政運営に努めることにより、将来にわた

って持続可能な安定した財政基盤を構築します。 

○ 適正かつ公平な課税を行うとともに、収納率の向上に努めます。 

○ 町の財政状況を町民と共有するため、広報紙などで広くわかりやすく情報の提供を

行います。 

 

（３）町民サービスの充実 

○ 多様化する町民ニーズの把握に努めるとともに、窓口サービスの充実やＩＣＴを活

用した新たなサービスの展開等により、町民の視点に立った質の高い行政サービス

を提供します。 

 

（４）公共施設等の総合的な管理の推進 

○ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を通じ、財政負担の軽減と平準化を図るとと

もに、施設の適正配置等を実現するため、公共施設マネジメントの取組を進めます。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 

 

 

成果指標 

指標 基準値 目標値 
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５ 広域行政の推進 

現状と課題 

行政に対する、多様化・高度化するニーズや日常行動の広範囲化などに加え、効果的・

効率的な行財政運営への要求も高まり、広域的な視点を持った取組がますます重要にな

ります。 

本町においても、十勝圏複合事務組合などの構成員として、広域での連携・共同事務

を進めているほか、十勝定住自立圏構想による連携を推進しています。 

今後も、十勝圏域の関係市町が連携し、互いの独自性、自主性を尊重しつつ、広域行

政への需要や共通課題を研究し、効果的な公共投資とサービスの向上を図り、圏域の一

体的発展を目指す必要があります。 

 

基本方針 

○ 十勝管内自治体との広域連携の検討や、行政事務組合の機能を強化するとともに、多

面的な共同事業を進め、ニーズに対応した行政サービスの提供を図ります。 

 

主な施策 

（１）広域行政、共同事業の推進 

○ 十勝圏複合事務組合及びとかち広域消防局等における共同事業の推進等を通じて、

広域行政を推進します。 

 

（２）十勝定住自立圏構想の推進 

○ 十勝定住自立圏共生ビジョンに基づき、十勝19市町村における連携の取組を推進し

ます。 

 

関連する主なＳＤＧｓの目標 
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成果指標 

指標 基準値 目標値 

   

 


